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調査背景と目的 

全難聴は、丸紅基金より助成を受け「難聴者の社会参加を総合的に支援するシス

テム構築」を目的とする委員会を立ち上げました。 

事業の一環として、難聴・中途失聴者を対象に 「きこえの総合支援」や「きこえ

の健康支援センター」構想に関する意識調査（アンケート形式） を行い、1105通の

回答を得ました。 

調査の結果、総合支援やセンターを必要とする難聴当事者が約 8 割に達していま

す。   

これらのデータを分析した結果について、きこえの支援センター委員会によるシ

ンポジウムを 9月 6 日（日）に開催し、発表しました。 

シンポジウムには、厚生労働省や障害者権利条約の専門家を来賓としてお招きし、

調査結果報告と同時に、全体討論を介して難聴・中途失聴者支援について今後あるべ

き姿について具体的に検証しました。 

本報告書は、シンポジウム当日の報告ならびに、本事業の主旨や、寄せられた意

見などをお知らせすることを目的とします。 

 

 

 

瀬谷和彦 全難聴国際部長、委員会委員長 
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於：ユートリヤ（すみだ生涯学習センター）プラネタリウム・ドーム 
東京都墨田区東向島２丁目３８番７号 

 
13:30 開会 司会 (佐野 昇：全難聴副理事長・事務局長） 

 

１. 主催者あいさつ（新谷友良：全難聴理事長） 

２. 趣旨説明：「きこえの健康支援」とは（瀬谷和彦：全難聴国際部長委員会委員長) 

３. シンポジウム（13:50～14:50）：難聴当事者対象の意識調査報告 

（１）調査の概要と基礎調査結果（杉内智子：昭和大学耳鼻咽喉科兼任講師） 

（２）難聴当事者が捉えている支援の現状（氏田直子：弘前医療福祉大学講師） 

（３）難聴当事者が求める総合支援（濵田豊彦：東京学芸大学教授）  

（４）支援センターの位置づけと課題（瀬谷和彦：全難聴国際部長委員会委員長)  

 （15:10～15:25 休憩） 

４. 全体討論及び総括（15:25～16:30）（座長：大沼直紀・筑波技術大学元学長） 

５. 来賓より一言  道鉢正成様（厚生労働省自立支援振興室室長） 

長瀬 修様（立命館大学生存学研究センター客員教授 

６. 閉会（16:45） 
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皆さんこんにちは。お休みのところ、きょうは全難聴主催のきこえのセンター公開

シンポジウムに来ていただいて、どうもありがとうございます。この後いろんなプロ

グラムが予定されておりますけども、この事業について、きょうはアンケート結果を

踏まえたいろいろな討論をこれから進めていきたいと思います。 

障害者分野では現在大きな三つの課題といいますか、大きな作業が進んでおります。

一つは障害者総合支援法の附則に伴う見直し、3年後見直しが、来年の 4月実施に向

けて検討が進んでおります。それから二つ目は障害者差別解消法が来年の 4 月から実

施されますが、これに対しての各分野の対応要領・対応指針というガイドライン作り

が真っ最中の状況にあります。もう一つは障害者権利条約が昨年批准されましたが、2

年後に日本政府は第 1回目の政府報告を国連に提出する必要があります。現在その報

告書作りで、来年の 1月には国連に出さないといけないということで、来年早々に非

常に大きなテーマ、三つのテーマが重なっている状況です。それらいずれも私たち長

い間の障害運動の積み重ねの一つの到達点を示すようなものになるのではないかなと

思いますけども、それらの運動をリードしてきた、障害に関する考え方、いわゆる障

害に関する社会モデル的な考え方がその推進に非常に大きな力となっております。 

ただ私たち聴覚障害者の場合には、そういう社会モデル的な進み方は非常に大きな

意味を持っておるんですけども、それに加えて聞こえそのものがどうなるのかという、

ある意味では医療モデル的な考え方をもう一度どういうふうに捉えるのかという大き

な課題を持っていると考えております。そういう意味で、このきこえのセンター構想

に関する研究事業は、社会モデル的な

進展と、それから従来あった医療モデ

ルを、人権レベル、権利レベルでもう

一度見直して、医療モデルと社会モデ

ルというものの考え方をもう一度まと

めあげることができないかというよう

な一つの試みであるかと思います。そ

の辺が自覚的になっているかどうかと

いうのは、この後の討論で、いろいろ

ご指摘があると思いますけども、私た

ちのきこえのセンター構想っていうの

は、そういう障害制度改革の流れの一

つの大きな試みであるというふうに自

覚して進めていきたいと思います。 

これから 3時間ぐらいにわたりますけれども、皆さんの積極的なご参加をよろし

くお願いいたします。以上で全難聴よりのあいさつとさせていただきます。 

主催者あいさつ 

新谷理事長 
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皆さんこんにちは。私は厚生労働省の自立支援振興室長の道躰と申します。この 4

月からこのポストに着任しております。 

新谷先生とは内閣府の障害者政策委員会のヒアリングなどでご一緒させていただい

ておりまして、制度が本当に活用されるためには当事者のご利用者の方の声にしっか

りと私どもが耳を傾けて、改善すべきところは改善していくという姿勢がとっても大

事だと思っております。そういう意味で、きょうシンポジウムということでございま

すけれども、これまでの研究の成果を披露されるということで、非常に楽しみにして

参りました。 

ざっくばらんな意見交換がここでできて、私どもの制度をどうしていくかというこ

とのヒントがここで得られれば大変ありがたいと思っておりますので、きょうは長丁

場になりそうですけれども、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

私は立命館大学というところで障害学ということを研究しております。障害学と申

しますのは、先ほどお話がありました社会モデルという考え方を生み出した学問・研

究です。つまり障害のある人が困るのは、例えば耳が聞こえづらいからじゃないんだ。

そういう人を前提とした社会の仕組みがないことが問題だという、そういう考え方で

す。きょうは皆さん方からいろんなことを教えていただくという、そういう気持ちで

参りました。 

2002 年から 2006 年まで障害者の権利条約の交渉がありました。そのときに全難聴

の方たちも非常に積極的に参加をされていました。皆さんの見覚えのある方もいらっ

しゃるかもしれません。結構もう 10 年ぐらい前ですので、相当若いときの写真（次頁）

になってしまうかと思います。来年はもうびっくりするんですけれども、障害者権利

条約の採択の 10 周年を記念する年になります。これは国連での写真ですけれども、こ

のように全難聴のリーダーの方たちが非常に活躍をしてくださった、その成果として、

例えば筆記に関する言葉が障害者権利条約の中に盛り込まれたということは、皆さん

よくご承知だというふうに思います。 

来賓あいさつ 

道躰正成  厚生労働省自立支援振興室室長 

来賓あいさつ 

長瀬 修 立命館大学生存学研究センター客員教授 
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先ほどもお話がありましたよう

に、昨年日本は障害者権利条約を

批准いたしました。そして現在で

は障害者権利条約は日本の法律と

しての効力を持っております。 

きょう私が皆さまに学ばせてい

ただく上で、この障害者権利条約

の大きな柱、原則と申しますけれ

ども、原則から考える形で学びた

いと思っております。きょうは四

つだけ紹介をいたしますけれども、

一つ目が尊厳。尊厳が大切だと条

約は言っております。次に差別を

なくすこと。二つ目が差別をなくすこと。三つ目が社会参加。そして四つ目が、これ

はちょっと言葉が難しいんですが、差異の尊重。差異というのは違い。そういう違い

を尊重する。これはちょっと分かりづらい言い方なんですけども、平たく言えば聞こ

えづらいことは恥ずかしいことじゃないということです。聞こえづらいことは恥ずか

しいことじゃない。堂々としていられる。そういう社会をつくるということが、障害

者権利条約の大原則であるということを条約は述べています。 

そしてこれも先ほどお話がありましたけれども、来年、障害者差別解消法が実施を

されます。そこで今各省庁、そして各事業分野、差別解消の大きな柱である合理的配

慮。合理的配慮をどうやって確保するのか。そのガイドラインの準備がなされていま

す。念のため確認させていただきたいんですが、合理的配慮をご存じの方、挙手をお

願いできますか。合理的配慮って聞いたことがある、知ってるという方、挙手をお願

いします。はい、ありがとうございます。念のため確認ですが、知らない、聞いたこ

とがないっていう方どれぐらいいらっしゃいますか。あ、いらっしゃいますね。多分

今日の話の中でも合理的配慮、少しは出てくると思いますので、ぜひ覚えて帰ってい

ただきたいと思いますが、簡単に言うと、難聴の方には筆記がある。きょうのように

文字通訳があるということが、難聴の方の場合には合理的配慮になるという、そうい

う考え方です。 

一つだけお話をして終わりたいと思いますけれども、この合理的配慮がないのが差

別だというふうに条約は言っていますし、差別解消法もそのように否定しています。

ただ皆さんに覚えておいていただきたいのは、この合理的配慮というのは、障害者の

ために考えられた考え方ではないということです。宗教に基づく差別をなくするため

に生み出された考え方です。それは例えばイスラム教の方が職場でお祈りをしたい。

そのときに職場で場所を確保する。そういうときに考え出されたのが、この合理的配

慮という考え方です。そしてこの考え方は 2020年のオリンピック・パラリンピックで

世界にさらに開こうとしている東京・日本にとって、例えばたくさんの外国の方に対

応するときにも非常に大切な根っこになる考え方だと思います。ですから私たちのこ

の障害の分野で、まず合理的配慮がうまくいくんだということを実績として示すこと

が、例えば 2020 年のオリンピック・パラリンピックの成功にとっても、とても大切だ

と思っております。きょうは勉強させていただくのを大変楽しみにしております。よ

ろしくお願いいたします。 
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体何なのかということについてですね、残念ながら現時点で参考になる資料があまり

なかったんです。例えばどういった支援なのかといいますと、まず聞こえに関する相

談。皆さんも相談された方はご経験がおありかと思いますが、相談先で待っていらっ

しゃる専門家は、特定の専門家なんです。全ての範囲にわたって相談に乗ってくれる

専門家ではないわけです。そういう本当はわれわれは医療から福祉までさまざまな聞

こえに関する問題を抱えておりますので、多種の専門家の存在が必要になります。し

かしながら、この難聴当事者が求める多様な相談、これについてのデータがちょっと

なかったために、把握する必要が生じました。 

それからまた、今度は総合支援ですね。総合支援といって、難聴当事者が一体何を

求めているのかというところについても、データが少ないということで、この求める

支援を網羅的に把握する必要が生じてきました。さらに全難聴はきこえの健康支援セ

ンターの構想を進めておりますが、その位置付けにおいて難聴当事者の皆さんがどう

いうふうに考えているのかと。そういうところも併せて把握しなければならないとい

うことで、先ほどの委員の皆さんをお招きしまして、アンケート調査の実施の検討を

行いまして、そして今年の 4月からですか、実際にこの調査を実施するという運びに

なりました。それからはこのシンポジウムの段階に入りますが、この調査の結果、調

査について各委員にご説明をいただきたいと思います。 

以上、基調説明でした。 
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の す  

ルー ー

シ ン す

こ を し ・

中 に

し ・ ・

る の

・ 難聴の に

し この 難聴の

の に て

こ す  

ーシ ン

の支援 に て を

の に

こ を て

す ルー ・ ・

・ きる

iPhone の す

こ の の中

して の

て る こ

す

の こ 難聴の に

て し

し しルー

こ に て ・中

難聴の

て

の し す て

し  

社会参加を

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

の

な

支援についての ン ー
調査

な ー ン と としている

・中等 と 高 ・
において

な のすべて

では ・ ・ で
意な差

0

200

400

600

800

1000

1200

支援についての ン ー
調査

ー ン支援 の 状

ー 等 動

ー ・ 動については
・中等 の が い

事 味 難聴 事 難聴

23 59 317
218 181 283 270

68.9％ 57.1％ 89.3％ 85.2％

60 69 299
75 189 274 257

37.7％ 63.2％ 91.6％ 85.7％

70 以上 493
59 307 440 426

17.0％ 62.3％ 89.2％ 86.4％

支援についての ン ー
調査

社会 の状
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て るの こ を に の す 60 の 60
を る に て し る す  
に を て す 60 の て 60 ーセン

に し き 60 ーセン を る こ す

の の 目 難聴行 難聴の 人 る 80 ーセン 90 ー

セン を す 的に社会参加を て る の

こ す  

て ー

シ ンに て

に て るの

目

に の す

難聴に して を して

て る 社会参加し

て る 難聴を し

て て る

し

479 1105 の中

の 479 を える

える 難

し こ す

して る に て し 社会 の す し

て て るの て る こ て

す こ に て ・中 難聴 ・ 難聴に

し し の 115 人 この

中 ・中 難聴の の ・ 難聴の

す 難聴の に ーシ ンに て 合

合 こ に て る こ ここ し

 

す 難聴 者を に 総合支援に する ン ー を行 1105
人 57.8 ーセン を き し 年 に て に

き ・中 して ・ 難聴の に て

こえの の 総合支援の に て に

す こ に て し この の

きし す し  

479

361

115 13

361

505

106 18

支援についての ン ー
調査

家族の難聴への理解 の難聴への理解

難聴の によって 差 はなし
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を に し す

する 難聴 者の の

を て る して

に して を

に し る し

総合的 の

え し

する き こ

に全難聴 えて る きこえの総合支援

センターの に て き し

し の報告を し す  

 の の 88 ーセン

こえに 日 の中 を

て す 体的に こ の に

テ ビ きの き

き こ の に ジ

しの き

きに 会 を

し き きに

800 を えて し

を き

750 し の

の の き て を えて す  

 に の会 に て きして す 一番 に るの の

1 1 の会 難 る の こ の し の

の 1 1 の会 難 る 734 を えて き すし

の人 の会 難 937 の を て す

に て る を して ーシ ンして

し る の の会 難し える する

の 会 に に を て る こ す  

 
  

の を

えの の

の の

の

ての の

882

832

889

750

230

0 500 1000

…

を

を

…

の

の
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社会全体の難聴に する ・ に

て きし し

て る 1105 中 44 し

て る 的

て る

に て 一 を

え の 難聴 会 を

こ る こ

す ・

て て に 途中

てし

し 聴 えに

の

き して えて

途中 に てし

の日 の

て る す  

 の に き して 人

をするのに を る る

人

の

的 し 一

こえに し えに の

合 を て す

の 47 て

して る こ

こ

す ここ の こ を し

こ に て て

す  

 

に の難聴に て を こ にし をし こ

68 ーセン の し 報告 し る

88 ーセン て の中 全体の 68 ーセン す 20

488

570

734

937

832

405

134

58

147

0 500 1000

1の …

人 人 の …

の の …

人 の …

…

…

て

を て …

の

の

44

454

412

503

322

586

84

0 100 200 300 400 500 600 700

て

…

…

を…

を …

の

の

194

56

113

625

449

532

124

0 200 400 600 800

を …

を の…

…

人 のを …

を え…

…

の

の
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ーセン の て

して る

こ す  

に を

す の 3 の

1 の き

に し の に

を る

きる・ し る

難聴を 人に

の の

に る の し 中

に をし の

し る を

き るこ

を の

構 し し  

こに し

こ に て す 一番 の

こ 652 の

に 聴 515
難聴 者団体 368

聴 者の 報

る 支

援センター の 的専門

的 の に

者 行 て る こ

し  

に て こ に

すの  

の の の

� 88 の人 を て

� の の人

� を
52.8 て

45.3 の の の

� えの の て
て 30

51

68

51

68

61

65

51

115

31

37

0 50 100 150

を

を

を

を …

を 人 …

…

の

N=3 5 3

652

232

210

515

368

21

33

18

47

17

77

6

4

59

0 200 400 600 800

情報 …

…

えて

の

の

� 757人 68 を て 人
88

� を 14.4
32.6

を を
を 17 19

� 58.7
情報

の
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に総合 の に て

80 ーセン の

し を し の

て る する支援

す きこ 体

の し  

に し を き

し こ 一番 の 聴

者 報

の に し し

に て す

難聴 者の団体 して 者

の 支援センター してここ

聴 一 に

し  

に 専門 を

こ の 566 の

聴 し の に

の 513 の 聴

者 の し の

に 社会

この全 書 て

て をし

ー し  

きこえの 支援センターを る

る に して

8 の 支援センタ

ー に て

し ここに て のス

の を て すの

 

54

30

49

30

37

22

0 20 40 60

て

…

の

を N=226)

546

588

589

298

435

363

188

108

122

53

42

0 200 400 600 800

の …
情報

の …

の

499
182

566
411

120
199

77
328

513
102

68
105
111

0 200 400 600

の
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に をし こ をし に て この

報告して き す す  

 

の の

� の を て 人 80 え
の て 79

� の 54人
て 30人

37人

� て 情報
/ の

50 の
の

の の

� の の 556
人 51

の
を

の の の報
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東京 こ 難聴 の に

て る の をして す の 東京都の 体 者の をし

て し の こえ に るこ の この ン

ーに加 て て す を て す  

の こ きこえの総合支援 する 8 し

し の る し に の こ

を し す

しして るス

す て の

聴 の

聴 人

す この を

て す 聴

・・・ こ こに

に行

す 聴 のこ

聴援 のこ

こ に て る こ

し する 聴

中 して

の ーシ ン 報 社会 て こ

の に て る す 社会 ・ て

こ 行 てき す して の こ

し する 教 の き て るこ して

の の て こ 専門 ウンセ ーの

き る す して 者団体の こ に

す の 支援をする て の るの

す に に て る こ て る

す  

め 総  
  

529

353

591 567

477
507

371

268

135

215

384

240

55

の を

529

353

565677595911

135

507
477

371

268

384

2421521



21 

 

に して の を にし を集 て る

聴 に する セス ン 一番 す して こえを

し こ に る す の に 本

の の す 一 に るこ して こえ

に する ウンセ ン

して こ す  

 に聴 に て て

す 聴 に

して の ・ ・ ン

テ ンス て す

聴 に中途失聴・難

聴の こえ の のを

る こ

える に きる こ

き ー して る

す ここ こえの

ウンセ ン て の

ウンセ ン ー て の

に てき す  

 に 者の社会参加 て

こ こ

し し ・

に する をし て

一

ーシ ン を て

ー す

の 目 この ン ー

を えて の

に る す

え 年 年 ン ー に えて

て す に する して す して

て こ す して の に 社会参加 て ー ー

て ウンセ ン て て るし 一

ルを する を の に て

す  

て

642
538

459

177

348

456

311
390

46

の

311 270
339

167

359

587

344

149

430 449

85
42
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 に の支援 一番 の 聴 の人に して に

ーシ ン る 支援を のセンター て し し  

 社会 の 発を のセンター て し に す

し

本 の 集団 1105 人

す の 難聴に す

る 報 を して し

の 639 人

57.8 に る す

の

に て す

て 3 番

目 す

きの を て し

者的に して

し

し  

の を して の の しき て こ

る し の を て をし し 総合的に支

援するシステム の を えるに て この 的 の難聴

者・中途失聴者の を して す の す 者

の の 聴者の して して し に

てし こ きる の の こ

難聴 に ・ の を て る者 こ 難

聴者団体を に て て

るこ 年 難聴者に る 合 こ す

の を こ こ える し え 年 に

に し の る 聴 支援 の 的に し る

新し ーシ ン 法を に 人

してし る の中 の てき す  

る の を て す 「中途 き し

き る 」

し て す 「 ンテ す て

報 きて 」 て に書 て し る る す

難聴者の の 会に参加する 報 を する に の中途失聴・

難聴者の て る ージ きる す  

の

593
513

639

329

428

307
234

43
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こ の を

に して す

き る

す １ 目 の

にして し こ

2 番目 こ

ーシ ンし

こ 3 番目 の に

を て し こ

4 番目 の

支援をして し こ

す に の の

中に こ て

す 総合支援 の をして し 書き

す え 「 人に て の に 本 にこ える」「 の

えてし 」 を書 て し る人 し し

「 者 し 」 書 て し る す

「 法に 会社 の 法を し 」 し  

に 連して 難聴に する 発をして し し

「難聴者 こに す 」 に

し し の報告 を して す 「

聴 をす こえる て る」「支援者 に し て 中途失聴・

難聴のこ を こ 」 て し 「行

番号 書 て て ス 」 書 て し  

に 目の こ ーシ ンを こ

一番 き

こ す 「

聴 の ンテ ンスを

して し 」「 ー ー

の 報 をして

し 」 に「 の公

きる

し 」 の書き

す 「ルー

の 」「 聴 の T
ス を して し

」「人 の

て 」

の

� 別のない の に

� どこでも とでも ー を

� の に を

� で の い支援を

を

� もっと い： 機 テ ー ー で
の情報提供（ 入 の な で る を） ルー
など 援 機 の にT イ を

に 人 内 の も こ の に
者的な を で生活 者に
機 の 情報の 集・ を

� 通 を く して： 通 の を くして
しい 本 は通 しなくてもどこでもいて しい

� 情報を： ・ ・ にも を
、 、 通機関などあら るとこ に を

の活 を
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す 「 こえの を するのに 者的 を の て

し 」 の し 「 して る者に 聴 を」

て の し に を して し こ に して す

「 の を して し 」 し に

者 に る て る す 「 して

しに こ る にして し 」 こ す

テ ビの にして 全 的 す BS に

途 る の番 に 途 に こ

す 「 る こ に 文 をして し 」

し タ の 法に する 会

て し し  

3 番目の の 「 の支援 し 」

の 目 し 「 を して し 」 の

し え 「 ・ 聴 る を教えて し 」 の

す 「難聴 の行 る」 「 の

の て に る」 者 の

し 連 す 「 に きる を にして を支

援して し 」 「 の を ポー して し 」「 に

る人 失聴の に きて 人 す」 て 書き

し 総合支援センターの 員 「 の 者を

て し 」 の し  

に の 支援を こ 「 す に し

」「 て きる に」 し す 「 日に開

て し 」 の し 「 集える る

」 て 書き し の 支援を こ に して 「

の に

る」「 のス シ

ス

る る」 の

し

す の 者

る き

る 行

て の人 の き

て こ

こ

す こ

にして し

の

て
を

人 の て て て
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こ す  

の を えて えて る 難聴 す に

行き す の 的 る す る 聴

をすす る す す に する して の 聴

て こ に す こ 聴 をして し

る す こ 支援の て て

し て す す をする この 階 こえる人

の中 してし す きる て 支援

ー 難聴者 を るこ に す この に て

行 て の に て の の に行 て

てこ に る す しに す 人 の

難に して 支援 ーに して全体を して して る の し

て の 支援して す 難を総合的に 集 する

こ す を一本 して 総合的に支援をする を

て 新し 支援 ーの開発の て る す  

に の に こ に る す

こ るの 人 報の す 人の 報を に

の こ に てき す 一の総合支援 え 日

の に て る「きこえの 支援センター」 す こ 門

の 門 の 門 教 法 門 る

す の こ 一 のルールの に の 人 ルテを て

総合的に支援して て こ スムー に きる し し し

の こ する の の連 を て

こ に に て る す  

え して す 一 「集団 」 え す こ

に の 行 人 報を 的に し す の す

・ の の きに

者団体

の る人を ポー し

こ て行

こに の人

るの るの

て 報を行 人

報を する て

す

支援 に

てきて る一

個人情報の壁を越えて

� 同一の総合支援機関内に医療・福祉・労働・教育・法律
などの様々な部門があれば、一定のルールの下共通の
個人カルテを作って総合的に支援していくことも・・・・

� 複数機関の連携

集団守秘：災害時には特定範囲で行政も個人情報を

提供する（阪神淡路の反省）

学校生活支援ファイル：様々な情報を本人・保護者が

管理し、必要に応じて提供（H２７年度から

東京都の特別支援学校で導入）
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つの概念ということになると思います。 

もう一つは、今年から東京都の特別支援学校で導入しているもので「学校生活支援

ファイル」と言われているものがヒントになると思います。さまざまな情報を本人や

保護者が管理し、自らの必要に応じて提供するものです。情報は当事者のものだとい

う考え方に則っています。当事者が病院に行っても、福祉事務所に行ってもそこで得

られた診断名や検査結果、支援経過など全部入れて、それを管理していくという方法

になります。個人情報の取り扱いのことなども含めてですね、あとの総合支援の議論

につなげていただければと思います。以上です。 
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こ の を開 て 支援センターの 書 て

して 1 ージ 6 の の て る の す こ

・ の難聴者 ・中 の難聴者 る ー し

し す 総合的に る

す こ る 総合的に支援するセンター える

8 に し して の を す の難聴者 の

す こ を こ き に し こ を して

3 番目にきこえの 支援センター す の センターを

して るの こ に て て を行 し  

ス の を

こ 支援

センター き き

に 支援の する

人 す 人

を するの

こ に て し

の す ーセンテー

ジ して す

す こ

に書 て す

者 す

者を支援して し

す ・聴 こえの て

る の す こ 指 こ を する す

・ 人 す 番に て る こ

す  

こ す こ 一 こ す 者 難聴の る

難聴に きの のを する

こ こ す 難聴に する す 難聴に する

日本 し 難聴の に て

ン ー と  
   

難聴者・健聴者の関係者 ・ 等

難聴者・健聴者の家族

健聴者 難聴予防 な

病気な で一時的に難聴になった方

耳のことでお困りの方 耳 り・聴 等

難聴当事者 自 れている方

ン ー 調査結果
（ （ ））

0         2 0       4 0        6 0        8 0   ( % )

6 9 . 1

5 3 . 2
3 3 . 4

1 9 . 0
4 6 . 0

3 5 . 1

（ ）
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一番 の 難聴 す こ す

す こ 的に PR て して る こ

に難聴の する に ン ーン 行 て す に に

て るの ス ー ン す ス ー ンに ンを て

のを す こ 難聴に る 構

こ す ス ー ン ンを の 1 日 1
に え し PR を て る す

的に す 日本

PR す こ て る

す の こ こ えて てる
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15 分間の休憩 
 
 
休憩時間中に配付の質問用紙に記入を求め、各担当の先生に、もしくは全体討論で

コメントしてもらう。 
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佐野 それでは時間になりましたので、再開させていただきます。これから 4 時半を

めどに、全体討論として、進行は大沼先生に座長をお願いしまして、進行をしていき

たいと思います。本日は受付のほうで確認しましたところ、参加者は 100 名ほどにな

りまして、大変多くの方にご参加をいただきまして、本当にありがとうございます。

それでは大沼先生、よろしくお願いいたします。 

大沼 これから約 1 時間にわたって、全体討論をしてみたいと思います。よろしくお

願いします。たくさん質問いただきましたけれども、個々の質問がいろいろ重複した

質問もありますし、きょうのシンポジウムに直接関係のない質問なども 2、3 あります。

これからテーマに沿ってですね、質問に対してもお答えを、あるいは議論していただ

くという方向にしますが、時間の関係で割愛するということになっても、ということ

でお許しをいただきたいと思います。 

さて、あまり時間もないので、ポイントをちょっと絞っておきたいんですが、全体

討論の一つ、二つ、三つほどのポイントを前もって申し上げたいと思います。 

一つはもう既にこの全体討論に入る前の情報提供で、総合支援センターっていうの

は大変要望が多いっていうことは明らかなんですが、この背景についてそれぞれの話

題提供の委員からは十分な説明の時間がなかったかもしれないので、その辺りを追加

してもらうということで参りたいと思います。あるいはこれに関連した質問も一つほ

どあるので、それを交えていきたいというふうに思っております。それからもう一つ

の柱は、総合支援センターのこれからあるべき姿ですね。これをどうしたらいいのか

という、このことについての討論をしてみたいと思います。これについてもご質問の

中で具体的にはどういうことなんだというふうな、あるいは資金はちゃんとあるのか

といった質問などもありますので、そういったことを二つ目の柱として扱っていきた

いと思います。それからもう一つの柱はですね、実はこの全難聴はずっとデシベルダ

ウンというキーワードでいろいろ動いてきた経過があるわけですが、なかなか具体的

にはデシベルダウンの話が出てから進んでいない現状があるかと思いますね。こうい

ったことと合わせて、つまり軽・中等度の難聴者に対しても支援は必要なんだという

ことが、きょうの調査資料の報告で分かったわけですから、それに絡めてこのデシベ

ルダウン運動っていうのは、あらためて今後どういうふうに進んでいけるものなのか。

こういった議論をしてみたいというふうに思います。 

全体討論 
 進行：大沼直紀  筑波技術大学元学長 
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さて、この総合支援センターの要望が多い背景についてですが、まず氏田先生のほ

うから、この一つ追加的に背景について、先ほどの報告で言い足りなかったこと、あ

るいはオージオロジストと言語聴覚士の関係、あるいはこれからの役割等について、

まずお尋ねして始めたいと思います。氏田先生、どうぞよろしくお願いします。 

氏田 ありがとうございます。先ほどの説明のときに、時間がなくて早口でお話して

しまったので、分かりにくいところもあったかもしれませんが、相談窓口の専門家と

して一番多く挙げられていたのが言語聴覚士でした。しかし「その他」の記述の中に

は言語聴覚士の実力が十分ではない。あるいは施設によって言語聴覚士の技術に差が

あるというようなご指摘もたくさんいただいています。そして補聴器の調整について

も、補聴器技能者や、認定補聴器技能者だけがいればいいというわけでもないという

ことが、このアンケートでは明らかになっています。もちろんそれ以外にも遺伝のこ

とですとか、それから難聴が進行した場合についての相談もしたい。それから人工内

耳についての調整の詳しい相談もしたいというようなニーズもあって、これは言語聴

覚士だけではなく、耳鼻咽喉科の医師、それから認定補聴器技能者など、さまざまな

職種の人が連携していかないと実際にはできないというようなニーズがとても多かっ

たと思います。また先ほどの濵田先生の報告にもありましたが、当事者の専門職の人

を養成してほしいとか、あるいは難聴当事者で訓練を受けた人が必ずその施設にいて

ほしいというようなニーズも「その他」の自由記述欄には多くて、やはりその難聴を

理解できるのは当事者なのだという皆さんの思いがとても強く伝わってきたと思って

おります。それから実際に相談をしていないかたがたの中に、どこに相談すればいい

か分からなかったとか、あるいは相談するということ自体が思いつかなかった。相談

できると思っていなかったという聴覚障害の情報障害故の困難さというのも、非常に

はっきり表れています。ですので、ここで皆さんと討論しながら聴覚障害者への支援

のあるべき姿を考えていくときに、一つの職種による、一つの支援だけではなくて、

みんながいろんな悩みを気軽に相談できる所。さらにそこからたらい回しにされない

というワンストップのという言い方を最近はされていますが、何でも生活全般におい

て、全てを受け付けてくれる施設がほしいという皆さんのご要望がとても多かったと

思います。年金の相談や就職についての支援は現在の病院ではできません。ですから、

そういうものをどこにつくるのかを検討する必要があります。しかし一方では既存の

聴覚障害者の情報センターで、全て賄われているというふうに書いている地域の方も

おられました。つまり地域による差というのもあるのかなというふうに感じ、どこで

も同じサービスが受けられるようにするということも大きな課題だと考えました。以

上です。 

 

大沼 はい、ありがとうございます。今の氏田先生の追加の解説・ご意見で、総合と

いう支援の広さがわれわれ認識できると思います。当事者ということがこれからもよ

く使われることになると思いますが、実は質問の中に、難聴当事者という呼び方をき
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ょう初めて聞いたのですが、これからこういう使い方になるのですかという質問があ

りました。今回のシンポジウムと直接は関係ないんですが、ちょっとそれについての

追加解説をしますと、当事者という言い方は非常に今一般的に、特に専門家の中でも

使われています。ですから難聴当事者という言い方は多く使われると思うんですね。

特にこの総合支援センターの中では、難聴者自身が自分のことを学んでいきたい、難

聴当事者、難聴者自身が自分たちのスキルを高めたいという、そういう要望に応える

部門もあっていいのではないかということもきっと意見があるし、きょうの質問の中

にもそういった感想がありましたので、一言そういうことで加えたいと思います。特

に当事者研究という領域が、今大変注目されています。当事者自身、障害を持った人

が障害を研究して実践していくということ。障害のない人、障害経験のない人が専門

家になって外から障害者を見るのではなくて、難聴者自身が自らを研究していくとい

う、こういう流れになっていますね。それで、氏田先生から言語聴覚士の役割という

ことの期待、もちろん総合支援ですからその中の一部の役割を任ずるわけですが、オ

ージオロジストという制度がこれからも日本はきっとつくれないでしょう。これは私

もオージオロジーというのが専門の人間なので、そういう予測が付きますが、やはり

オージオロジストというものが、唯一日本にだけはないわけですが、欧米のようにオ

ージオロジストが同じような役割を任ずるのが、やっぱり日本では言語聴覚士。しか

し言語・聴覚の二つの専門性を身に付けるという日本独特の制度ですから、当然今の

現実には言語聴覚士の 7 人に 1 人ぐらいしか、聞こえ、聴覚に強い人はいないと言わ

れていますね。ですから、言語聴覚士をこの総合支援センターにスタッフとして入れ

てもやっぱりできる人を選ばないといけないわけですね。そういうことでは言語聴覚

士の質を高めていく。特に聴覚に強い言語聴覚士を増やすということが必要になって

きます。そこで一つ新しい動きがあるようですが、杉内先生、その言語聴覚士の中の

聴覚に強い専門家を育てようという傾向では、何か最近の動向をちょっとご紹介いた

だけますか。 

杉内 はい、杉内です。言語聴覚士の中に、認定言語聴覚士というさらに各分野で専

門的な言語聴覚士をつくっていこうという動きが数年前から始まっています。嚥下、

飲み込みのこと、それから言葉のことが一段落し、今年度から聴覚分野ということで、

認定言語聴覚士の認定制度が開始されています。先ほどの大沼先生のご説明のように、

徐々に聴覚分野が充実してきているというニュースが明るい話として入ってきていま

す。以上です。 

大沼 はい、ありがとうございます。大変希望の持てる方向だと思いますので、われ

われこういったセンター構想を考える人間としては、言語聴覚士のこれからの動向も

情報として常に知っておく必要があると思います。さて、医療と福祉のギャップがや

はりあるという問題ですが、これについて濵田先生少し追加発言いただけませんでし

ょうか。 
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濵田 中途失聴・難聴の方のやはりニーズというか。聞こえなくなったことでどうい

うふうな相談、どういうふうな支援をしてほしいのかということを考えるときに、例

えば手話があればみんながいいというふうになるかというと、決してそうじゃないで

すよね。コミュニケーション手段にしても、それからいつ障害を受けたかというその

時期によっても、もっと言うなら、どういうふうなことを大事にして今まで生きてき

て、これから生きていきたいと思っているのかっていうことなんかも含めて、非常に

多様だっていうことが中途失聴・難聴の問題を考えるときの大きなポイントだと思う

んですね。そういうものをカバーしていくときに、入り口としてのまず病院に行って、

そのあと多くの場合、補聴器屋さん紹介してもらってと。そこまでは行くんだけれど

も、その後の本当に自分らしい生き方をしていきたいと、自分の幸せを追求していき

たいというときに、どのような場所で専門的な相談を受けられるのかということの、

情報がまずないということですね。これがとても大きい課題だと思います。そのこと

が実際生活支援を中心的に行っている福祉の現場にストレートに伝わってこない。あ

るいはかなり問題が深刻化して、初めてケースワーカーに、つながれてくるというよ

うなことが少なくないわけですね。ですから、まず聞こえないということは情報障害

でもあるわけですから、そして生まれたときから聞こえない者として育ってきている

わけでは決してなくて、聞こえない人たちがどういうふうな支援を受けているかって

いうような情報も、当事者自身がなかなか持てない、持ってないということも多いわ

けですから。そこのところにどうきちんと情報を伝える必要があるのかっていうこと

が大事なんですけど、それを担える適切に担える場所がないっていうのが一つ大きな

ことだと思います。またもう一つはですね、やはり例えば病気の名前、障害名ってい

うのは、今個人情報の中では非常に重い情報になっているんですね。その人のために

使うからといって、本人の了解なしに第三者がそのことを伝えていくということがで

きにくい社会のシステムになっています。このことがもう一つ、他の支援機関に困難

を抱えている人を紹介していくということを、あるいは自分自身が、障害者自身も動

いていくっていうことを妨げている大きな原因になっているかなというふうに感じて

おります。以上です。 

大沼 はい、ありがとうございます。瀬谷委員長。このことについて、何かもう少し、

こんな秘策があるのではないかというようなことをご発言ください。 

瀬谷 秘策っていうのはちょっとこの後健康支援センターの構想の説明のときにご紹

介したいと思うのですが、やはりこの医療支援と社会支援の間のギャップっていうの

は、もう本当に身近な例で生じております。例えば僕のほうは補聴器のフィッティン

グは医療のほうに位置付けているんですけれども、補聴器のこのフィッティングする

場所というのは補聴器屋さんですよね。実際働いている所とか、学校の現場に行って

フィッティングを担当してくれるところは、そうなかなかないです。その現場では、

例えばエアコンの音とか、あるいは機械の音とかもありますけれども、聞こえを妨げ

るさまざまな背景雑音があるわけですね。そういった情報も、このフィッティングの
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ときに加味していかなければならない。ところがそういうことを心がけている関係者

がちょっと少ないというのが、本当にそのギャップを感じさせると思いました。 

大沼 秘策は次のテーマでお聞きすることにして、そのギャップの現状、一例が挙げ

られたわけですが。ちょっと話をまたこの支援センター要望の多い背景に戻して、新

谷理事長と佐野副理事長から、東京あるいは全国の状況について、情報提供いただけ

ませんでしょうか。まず新谷理事長のほうからいかがでしょうか。 

新谷 相談機能の問題なんですが、東京の場合には従来からずっと東京都に相談機能

を持ってほしいという要望を繰り返してきました。それは聴覚障害じゃなくて、いろ

んな障害分野の相談機能を都道府県と基礎自治体でどういうふうに分担するのかとい

う問題になってくるわけですけども、実は障害者自立支援法の施行が始まって、相談

機能は都道府県の機能ではなくて、基礎自治体の機能になったので、濵田先生とか道

躰さんはよくご存じかも分かりませんけども、東京の場合には東京都心身障害者福祉

センターにあった相談機能がなくなって、区市町村の事業の位置付けになりました。

ただ区市町村の福祉窓口に行っても、その人たちはいきなり事業が下りてきたけども、

どういうふうにして対応していいのか分からないということで、取りあえず話は聞い

て終わりで、その後どこにつなぐというようなアドバイスもなく、終わっているとい

う現状が多くあります。ということで、東京都に対しては、いやそれではまずいので、

従来あった心身障害者の福祉センターの相談機能をなんとか復活してほしいという要

望を繰り返したんですけども、東京都はそのことにオーケーの返事を出さない。それ

とは別に、都議会の各政党に同じことをお願いして回ったんですけども、政党のほう

も、相談機能っていうのは本当の意味でどういうことで役立っているのかよく見えな

いというような反応が多いです。だから私たちがきこえのセンター構想を持ちだすと

きには、そういう法律的な、制度的な問題も乗り越える意味で、どういうことをセン

ター機能に求めて、そこでどういう問題を解決してほしいのかという、やはり姿をも

っともっとはっきりした形で行政のほうにご説明しないと、この構想っていうのはな

かなか現実化してこないんではないかという大きな壁を感じます。という意味で私た

ち当事者団体側が、この構想の肉付けっていうのを、これからもっともっとやってい

くということが大きなテーマになってくるのではないかなと思います。以上です。 

大沼 はい、ありがとうございます。佐野副理事長、どうぞお願いします。 

佐野 全国に今 51 ほどの聴覚障害者情報提供施設が設置されていますが、その情報提

供施設の中で、言語聴覚士の常勤職員として雇用するという動きも少なからず広がっ

ています。そういう状況にあります。補聴器や、聴能関係について、情報提供施設が

ある所では、その受け皿になっているということが言えるかと思います。そして、全

く言語聴覚士等の社会資源が常駐していない情報センターはどうかといいますと、そ

の地域の情報センターと、それから難聴者の組織が日常的にどう連携をしているかと

いうことが大きく関わってくるかと思います。私どもの静岡県の場合には、情報セン
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ると。そして、できれば専門家同士の、もちろん分野同士の横の連携も大事ですけれ

ども、できればさらに専門家同士の連携強化、こういったものも進めることができれ

ば、真の意味での一人一人へのテーラーメード支援が可能になるのではないかと、そ

ういうふうに考えております。以上ですが、そのカルテという考えはですね、今回の

事業で出た結論でありまして、実はもっといい方法があるかもしれません。その辺に

ついては今後もさまざまな専門家と議論し合いながら、もっといい方法があればさら

に検討していきたいと考えております。以上になります。 

大沼 はい、ありがとうございます。きこえの健康情報の共有化っていうことに触れ

られたので、ちょっとこの話も少し深めてみたいと思うので、デシベルダウンについ

てのコメント、佐野さんちょっとお待ちいただいてですね、それから道躰室長からも

ちょっと後でお話をいただくことにして、カルテの共有化、きこえの健康情報の共有

ということについて、これは連携して共有しようというのは、いつもお題目としては

唱えられてきたのですが、教育と医療の連携とか、教育と社会福祉系の連携とかです

ね。なかなか実はうまくいかないんですよね。それでそれに熱心な人がいたときには、

それはある連携ができるんだけど、その人が退いちゃうとまたゼロに戻るという、そ

ういう繰り返しもあるわけですが、もう少しやっぱり組織的にきちっとした位置付け

が大事だというふうに常に思っています。このきこえの健康情報の共有をするときに、

特にカルテ、医療のカルテとはまた違うとはいう説明でしたけど、もしこのカルテ共

有というような観点で、他の何かいい試み、あるいはいいアイデアみたいなのがあっ

たらお聞きしたいんですが、杉内先生や濵田先生から、もしそういった情報提供があ

ればうれしいです。それと佐野副理事長からはですね、医療と教育の連携を試みた事

例があるんですね、その辺りの情報をいただけると、このきこえの健康情報の共有と

いうことについてのヒントが得られるかもしれません。杉内先生、濵田先生、佐野副

理事長、どなたからでも結構ですけども、どうぞ。 

杉内 カルテという言葉を聞きますと、私ども医師としましては、ちょっと敏感にな

らざるを得ない。なぜ敏感になるんだろうといろいろと考えておりました。そうしま

すと、患者さんと私はカルテを介して信頼関係を積んでいきます。いろんなことの、

突き詰めていけば生命に関わるようなことの決定をカルテ上でしてまいります。その

ときにお互いが、もう暗黙の了解の元に、これはここだけの話というのが医学生の頃

から何年もかけて積み上げられる、1 本の軸みたいなものが医師には貫かれているよ

うに思います。そのカルテの意味とは、ここで大きく違うことを一つ置いておきたい

なあと思いました。あと何か他の案はないかというお話なんですが、私は今小さなク

リニックをしつつ、大学病院と総合病院というさまざまな医療施設に出入りさせても

らっています。連携がどんなに大事かは、難聴の方を一緒に考えるときにひしひしと

思っております。そこで手帳、佐野さんからもお話があると思うんですが、きこえの

手帳というものを特にお子さんに作りました。難聴と一緒に形成外科、口蓋裂とかお

持ちの方もいらっしゃいます。たまたまうちの病院は嫌で、他の病院に行きたいとい

う人もいます。そのときにお母さまのほうから、その医師やら言語聴覚士やら、認定
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技能士さんはまだ入ってないんですが、そういう方にちょっと書いてもらうんですね。

きょうここにこう行って、こういう検査をした。それを本人が、ないしはお母さまが

管理してもらう。大変それがうまくいって、総合診療という形をつくってきているの

も一つあります。以上です。 

大沼 はい、ありがとうございます。濵田先生。 

濵田 スライドでも紹介しましたけれども、集団守秘。このある目的のためであれば、

特定の機関の中で共同の守秘義務を守りましょうということで、個人情報を共有して

いくということが、緊急時には行われるようになってきています。障害者福祉の中で

もそういうものの実現可能性ということは検討していく必要があると思うんですね。

それから、さっきのきこえの手帳も同じ発想かと思いますけれども、その情報は誰の

ものかっていったら本人のものだという事だと思うんですよね。本人が管理して、そ

のことで支援機関同士がその共有を図っていくっていうのも大事な観点かと思います。

ただ僕自身の経験をちょっと考えてみると、先ほど医療と福祉の連携と振られて、あ

んまりいい話ができなかったなと思いながら聞いていたんですけど、僕はずっと補聴

器のことを勉強していたんですね。それで東京都の心身障害者福祉センターという所

で、それこそ中途失聴・難聴の方とたくさんお会いして更生相談をするということに

なりました。聞こえるようになりたいっておっしゃっている方たちに、やっぱり補聴

器の調整したり、あるいは補聴援助システムのことをきちんと使えるような相談をし

たりとか、そういうことはご本人のニーズに対して応えているっていうことなんだけ

れども、実際にそこで求められる技量はそれだけではなかったんですね。実は東京都

の身障センターのシステムの中で、やっぱりこれ一番難しいなと思うのが、「御用聞

き」っていう制度なんですね。御用聞きって何かっていうと、更生相談所として、補

聴器の判定に来た人と検査等終わった後に話をして、どういうことに困っているかと、

そのためにはどういうことが必要かっていうことを 10 分 20 分の中で（本人が自覚し

ていない潜在的なニーズまで見通して）判断して、そして場合によっては継続相談に

つなげていく役割を持っています。継続相談は場合によっては仕事の関係のこともあ

れば、心理的な問題のこともあります。と考えると、新谷理事長からもお話がありま

したが地域の中で相談業務を担当する者が中途失聴・難聴の障害特性を知るのはもち

ろんですが本人が気づいていないようなニーズを引き出して問題を自覚化させていく

という相当高度な技量が求められるのではないでしょうか。その役割っていうのをど

こかが果たさないと、情報を共有するだけでは本当の意味で連携って、もしかしたら

まだ生まれないかなって、ちょっと感じました。ちょっとお答えとは違っていました

けど、すいません。 

大沼 はい。カルテっていう言葉を今後このセンター構想の中でちょっと軽々に使わ

ないほうがいいのかなということも分かりました。何かいい用語等を作りだそうかと

思います。さてそれで、ちょっとまた話題を先ほどに戻して、デシベルダウンってい
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う課題ですが、佐野副理事長、あるいは新谷理事長も含めてですね、あんまり時間は

ないんですが、ご意見を。 

新谷 デシベルダウンの話は道躰室長がおられますので、ぜひ長時間いただいて、本

当はやりたかったんですけども、日本の身体障害者福祉法の規定っていうのが非常に

厳しい。この問題については厚生労働省の方も十分認識を持っておられるわけですけ

ども、何がネックかというと、身体障害者手帳の等級と福祉サービスとの連携ってい

うのを 1 対 1 で考えるという、非常に強い考え方があるんで、ここのネックが解消し

ないんじゃないかと私は思っています。まず福祉サービスとのつながりとは別に、聴

覚障害者っていうのはこういう範囲の人をまず聴覚障害というんです。それは WHO
の基準に一応従っていいんじゃないかと。41 デシベルよりも聞こえの悪い人という大

きなくくりで一度聴覚障害者というのは捉えていいんじゃないか。国の認定の仕方と

しても。その次にそれぞれのレベルに沿って、必要な福祉サービスは何だというとこ

ろは、それは財源の問題もあるでしょう。他の障害とのバランスの問題もあるでしょ

う。だからそのサービスのリンクの仕方はもっともっと工夫して、それで財源的な問

題の制限も考えて、現実的なリンクは考えていいと思うんです、だけど今の日本のシ

ステムだと、70 デシベルより聴力の悪い人だけが聴覚障害者で、それ以外の人は聴覚

障害者ではないんですという扱いになっちゃうから、いろいろな議論が起こってくる

んではないかと思うんです。現実的に障害者差別解消法においては、手帳を持ってい

る人だけが差別を受けないということじゃないわけです。もう既に社会モデル的な考

えっていうんですか、生活上障害を理由として困難を抱える人が、障害を理由として

差別を受けるということはいけませんよということが法律上書かれている。既に障害

認定を受けた人だけがその範囲じゃなくなってきているということがあるわけです。

それから障害者雇用促進法においても、医師の診断を持った人が障害者の範囲に含ま

れている。現実の法律としても、身体障害者福祉法の認定基準を乗り越えた法規がい

ろいろできつつあるんではないかと。そういう意味でデシベルダウンの必要というの

は、その 70 とか言っていますけども、取りあえず障害者として認めてよという意味で

捉えて、直接福祉サービスとの連携を求めるものではないというような、柔軟な考え

方に立てば、もう少し現実的な解決も生まれてくるんではないかなというふうに思っ

ています。 

大沼 佐野副理事長、あまり重複しない形で追加を。 

佐野 今新谷理事長から、福祉制度面からのデシベルダウンの考え方をお話しいただ

きましたが、私からは、最近の 3 年間ぐらいの新しい動きとして、今まで見られなか

った動きがいろいろと出てきています。その一つが、軽・中等度難聴児者への補聴器

の給付事業が全国各地で始まっております。これは全難聴の補聴医療対策部のホーム

ページに掲載してございますので、ご覧いただきたいと思います。それから平成 26 年

から新しい障害者総合支援法の中で、難病の方々が障害者福祉の対象となったという

ことで、難病の方々に対するいろんな給付の事業の中で、突発性難聴の方が多いんで
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すけれども、補聴器の給付事業も始まっております。そういう動き、それから最近は

補聴器の給付事業でも、FM のシステムの給付が非常に伸びているということ、ある

いは人工内耳の電池の交付の事業とか、それから体外器の買い替え助成とか。これ全

てですね、財源はどこから出ているかというと、地域生活支援事業の日用生活用具給

付事業から出ています。これは地方自治体独自に取り組めるということもあって、そ

の自治体が条例化すれば、そうすれば実施できるんですね。そうすると都道府県も国

も、その市町村が決めた事業ですから、当然国が 2 分の 1、都道府県が 4 分の 1、市

町村が 4 分の 1 というふうな負担割合で、負担して補聴器の交付となるように実施で

きています。もう世の中の動きのほうが、よっぽど進んでいるというようなことにな

っていると、ひしひしと感じております。以上です。 

大沼 はい、ありがとうございます。それでは残りあと 10 分を切りましたので、道躰

室長からお話をいただきましょう。 

道躰 きょうは本当に貴重なご意見さまざま聞かせていただきまして、本当に勉強に

なっております。ありがとうございます。いくつかあまり役所的な立場でものを言う

のは好きではないんですが、そういう立場で多分発言を求められていると思いますの

で、発言をします。 

まずデシベルダウンにつきましては、これはもう気持ちは非常によく分かるところ

です。ただやはり社会保障の制度としてやる場合は、どうしても財源の問題は避けて

は通れないことで、なかなか苦しいお答えにならざるを得ないんですけれども、現在

障害者総合支援法という法律に基づきまして、さまざまなサービス提供をやらせてい

ただいております。その中に個別給付。お一人お一人の状態像に対応して、全国一律

のサービスを提供するというものもございますし、あと補聴器でいいますと、補装具

ということで給付をさせていただいているというものですね。あと地域生活支援事業

でということがございましたけれども、これは全国一律というよりも、それぞれ自治

体でご判断いただいて、比較的自由にやっていただくというものです。この 3 種類主

に言いましたけれども、個別給付といわれる、障害福祉サービス、それから補装具に

ついては国のほうで基準をきちんと決めています。その代わり、それに対応する財源

については、法律上、もし言い換えると必ず負担するという位置付けになっているん

ですね。一方、地域生活支援事業は自由にやっていただくという関係から、その予算

の範囲でということになっておりまして、今国の負担が 464 億円です。その中でいろ

んな事業がありまして、日常生活用具給付等事業っていうのもその中に入っていると。

そうなってまいりますと、例えば軽・中度の方が何人いるかっていうのがきょうご報

告で、あるデータでは 2000 万人ぐらいいらっしゃるということでした。仮に 2000 万

人の方に対して、年間例えば 1 万円の給付をしますと言った場合に、それだけで 2000
億円ということになります。今障害福祉サービスっていうのは年間で約 1 兆円です。1
兆円で約 2000 億円、相当大きな金額ですし、地域生活支援事業の 464 億円のもう何

倍にもなってしまうということですね。総合支援法のそういったサービスの対象とす
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る相手については、身体障害者の方について、身体障害者の分野については手帳を持

っておられる方ということになっていまして、そこで今のところ軽度・中度の方は手

帳の交付がありませんので、その補装具ですとか、あるいは障害福祉サービスの給付

はできないということになっています。そこは大きな議論が必要だと思います。そう

いった軽度・中度の方に対しても、やはり障害福祉サービスも提供しないといけない

し、補装具もちゃんと提供しないといけないというふうな、そういう大きな議論にな

ればそれは財源の問題も併せてどうするのかということで考えていくということにな

ります。ただちょっと今の段階で私がやります・やりませんというところまではなか

なか言えないので、そういう全体の議論が必要だということではないかと思います。

ただ子どもさんの場合はその状態像が変化するということもございまして、あまり手

帳とは関係なく、難聴の子どもさんのトレーニングなんかは受けられることになって

おりますので、そういったところを現行では工夫しながらやっていくっていうのは一

つあるんではないかなというふうに思います。 

もう一つは支援センターの関係でいきますと、まず思いましたのはハード、建物を

しっかり造るというよりも、相談をちゃんと受けて、必要な支援を行うということで、

むしろソフト面の支援が非常に重要だというふうに受け止めております。現行の制度

におきましては、新谷理事長から東京都は相談支援事業が市町村に移ったことで、そ

の障害福祉センターの核となるような相談事業がなくなってしまったというようなご

指摘もあったわけでございますけれども、その一義的には市町村が相談を受けて、そ

れと福祉圏域というもう少し広いエリアで、中核的な相談支援事業所というのをつく

ろうじゃないかというふうに今なっておりまして。さらにそれを、その難しい案件を

サポートするような県でまた大きな中核的な相談支援事業所を置いてもいいわけで。

ただそこの財源が地方交付税といいまして、国の補助金ではないので、なかなかその

自治体がその資金を捻出するのが難しい部分もあります。それでその事業が十分に進

んでいるか、やっているかどうかっていうのは自治体の考え方によりますので、ここ

はぜひともそういった事業を進めなければならないというようなことを当事者の皆さ

んから自治体のほうにしっかりと言っていただくということが大事なのではないかな

というふうに思います。言葉の訓練については、現在自立訓練の事業でもできますが、

その出来高払い、その利用者が何人か集まらないとそれなりの金額が給付されないの

で、そういった事業所として経営をきちんとやっていく要件ですとか、報酬の金額で

すね。こういったところはいろいろとまた必要な見直しをしていく必要があるのでは

ないかなと思っています。最後になりますけれども、現在こういった総合支援法の制

度見直しの議論をやっています。これは社会保障審議会の障害福祉部会という中でや

っておりまして、全難聴の皆さまからも団体のヒアリングということで、さまざまな

ご意見を頂戴しております。そういったご意見ですとか、障害者部会の議論を踏まえ

まして、さらによい制度にしていこうということで、今検討を進めておりますので、

ぜひそちらのほうも皆さんウォッチしていただきましてですね、いろんなまたご意見

あろうかと思いますので、また新谷先生を通じてなどいろいろチャンネルがあると思
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います。ご意見をまた聞かせていただければありがたいなというふうに思っています。

以上です。 

大沼 どうもありがとうございます。それでは長瀬先生にどれについてと特にテーマ

を絞りませんので、全体を通じてこれだけは言っておいたほうがいいというようなこ

とや、何かいい助言がありましたらお願いします。 

長瀬 ご質問にあった当事者という言葉、私自身は非常に使いづらい言葉だというふ

うに思っております。それはときにこの言葉が婉曲話法ではないかと。障害者という

言葉を避けるために使われているんじゃないかということを感じる場面があるからで

す。またもう一つ、この言葉を障害の分野で使い始めた中西正司さんが昨年出された

本で、障害当事者とは障害者としての意識を持って、権利主張をされている人だとい

うふうに書かれました。私は知的障害の方と付き合う機会が比較的多いんですが、で

は自分自身が知的障害者であるという意識を持っていない知的障害者は、知的障害の

当事者なのかという疑問が生じてしまいます。そのことを最初に申し上げておきたい

と思います。 

私はアドバイスをする立場ではありませんので、きょう学んだことを述べさせてい

ただきたいと思います。まず杉内先生のご報告の部分では、その難聴の程度によって

ニーズの必要性の違いはないということをお伺いしました。これは障害の社会モデル

で考えたときに、聞こえの程度と社会的抑圧や不利益はつながっていない。聞こえが

ちょっとだけ悪い人はやっぱり楽なんじゃないか。全然聞こえない人ほど不利益が大

きいんじゃないかというふうに考えがちですが、それを私たちは医学モデルというふ

うに呼んでまいりました。聞こえがちょっとだけ悪い人でも、すごく困ることがある。

そのことをあらためて学んだというふうに思います。なお関連して申し上げますと、

私どもは社会モデルを追求してまいりました。しかしそれは医学の役割を否定するこ

とでもないし、医学の役割を軽んじるものでは全くありません。ただ医学だけが解決

策なんだ、それを否定しているだけです。医学の役割は非常に重要です。関連して申

し上げました。 

氏田先生のご報告のところで、社会の無理解が非常に重要な問題である。またこれ

は先ほどの点とも関連するかもしれませんが、相談しない理由というところで、ご自

身の難聴を隠したいと、そういう希望があると。それが理由になって相談しないと、

そういうご報告がありました。これを単純に受容ができていないというふうにばっさ

り切ることは絶対にできないと思います。難聴であることを認めることによって、生

じる不利益が大きい場合に、難聴のことを隠そうとするのは当たり前のことです。私

だって間違いなくそうすると思います。そうさせているものが何なのか。そこを考え

ることが非常に重要だというふうに思います。 

濵田先生のご報告の中では、大きな柱として差別のない世の中という点をご指摘い

ただきました。それはまさにこの障害者差別解消法の実施ということがどういう大き
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な課題を持っているのかということを示していると思います。あと先ほどの氏田先生

のところで一つ申し上げるのを忘れましたけれども、私たちが社会のさまざまな制度

を変えていく中でも、やはり意識の啓発、意識を変えていくという部分が非常に重要

だということも忘れられない。それは条約もそうですし、改正障害者基本法、そして

差別解消法。その中で必ず啓発のことを触れているのは、その制度を変えるだけでは

なくて、それと表裏一体の意識を変えること。そこも非常に重要な点、そういうご指

摘とご報告は非常に結びついていると学ばせていただきました。 

最後になりますけれども、瀬谷さんがおっしゃられた、一人一人に合ったテーラー

メードな支援というのは、これは一人一人の合理的配慮とまさに重なる点だというふ

うに思います。ただ合理的配慮は一人一人に合わせたルールの変更ももちろんありま

す。しかし社会のルール自体を全部変えてしまう。そういう形の合理的配慮もありま

す。そのこれは直接聞こえに関する例がうまく浮かばなかったんですけれども、例え

ば精神障害の方が朝起きられない。そういう方への合理的配慮として、精神障害の人

だけは朝遅く来てもいい。これが一人一人の合わせた合理的配慮になる。ルール変更

です。しかしどんな理由であれ、例えば遅く来てもいい、11 時から勤務を開始しても

いいというふうに、その会社のルール自体を全部変えてしまう。障害の有無に関係な

く変えてしまう。このような形での合理的配慮での提供の仕方というのもあります。

私たちが聞こえをはじめとする障害によって差別のない社会づくりを進めるときに、

一人一人に合わせたルールの変更と、一人一人に合わせた対応という形と、社会全体

の仕組みを変えるという形のやりかた。この両方を念頭に置かなければいけないんで

はないかということを、きょう感じた次第です。きょう本当に私自身勉強になる機会

でした。どうもありがとうございます。 

大沼 総括をせよという私の役目なんですが、時間がないということを言い訳にして、

あんまりくどくどとは総括をしないことにしましょう。ただ、このきこえの総合健康

支援センターを構想していくという、この議論をすること自体に、聴覚障害者が抱え

ている諸問題を解決することに、全てつながっている作業だなというふうに感じます。

この構想は丸紅基金から事業の研究助成を受けた、これだけで終わるわけですけども。

それでこれを報告書として冊子にまとめて、義務としてはそれで終わりなんですけど

も、それだけではやはり非常にもったいない調査研究であったと思います。これを全

難聴の中で、もう少し何ていうんでしょうね、ブラッシュアップっていうよりは、も

っとアウフヘーベンっていうんでしょうか、もっと上位のレベルで社会に納得のいく

ような形でつくり直していただければなあというふうに、ご期待申し上げたいと思い

ます。シンポジストの皆さん、この調査委員会の委員として、非常に忙しい中、よく

仕事していただいた成果が十分あったのだなというふうに感じます。また本日は、道

躰室長と長瀬先生に本当に緊急に壇上に上がっていただくことができました。お二人

とも勉強させていただいたなどと謙遜されていますけど、そんなことはないんで、実

にいいヒントを私ももらったというふうに思っています。どうぞ引き続きこの構想、

社会モデルにつなげていって、そして医療モデル・社会モデルと言わなくてもものが
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進むようなレベルにぜひ止揚していただければというふうに思いました。以上で簡単

ですが、私の総括というふうにさせていただきたいと思います。本日はどうもありが

とうございました。 

佐野 どうも皆さん、長時間にわたりましてありがとうございました。大沼先生、座

長をありがとうございました。パネラーの諸先生にもありがとうございました。これ

をもちまして、きょうの公開シンポジウムを終了させていただきます。お帰りのとき

に、アンケート等ございますので、ご記入いただければ、また次のステップに進むと

きの参考にもしたいと思っていますので、ぜひご意見がございましたら、お書きいた

だきたいなというふうに思います。きょうは午後から雨も降ってきましたので、お帰

り、足元に気を付けてお帰りいただきたいと思います。きょうは本当にありがとうご

ざいました。これにて閉会です。 
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序論 標本データ 

印刷部数：2000 部 
配布実績：1911 部、その他 WEB 公開 
配 布 先：（一社）全日本難聴者・中途失聴者団体連合会加盟協会会員およびその関

係者で難聴を自覚している方 
人工内耳友の会 ACITA 会員およびその関係者で難聴を自覚している方

JAPAN 補聴器フォーラム 2015（平成 27 年 6 月 5、6 日、東京都立産業

貿易センター浜松町館にて開催）来場者で難聴を自覚している方 
総回答数：1105 部（1084 部（配布先から）＋21 部（WEB から）） 
粗回収率：57.8％ 
配布数に対する回収率：56.7％ 
注：以下に表示するデータは最終集計結果であり、シンポジウムでの発表内容と異な

る場合があることをご了承ください。 

第 1 章 基礎調査 

第 1 節 個人について（居住地、年齢、性別、最終学歴） 

 

アンケート調査結果（基礎統計） 
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注：学歴で「小学校」と記載の方はすべて第二次世界大戦後の混乱に起因する。 

 

第 2 節 家族について（配偶者の有無、世帯収入、家族の理解） 

   

 

 

 

 

 

 

 

注：難聴をもつ家族の有無についての設問は、回答者本人も計算した回答が目立った

ため、無効とした。 
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注：難聴以外に障害をもつ方が 1105 名中 243 名（22.0%）いた。 

 

第 4 節 本人の社会参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5 節 コミュニケーション支援機器類の利用度 
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第 2 節「きこえ」の問題について相談経験の有無についての設問 

    回答 「経験あり」：68.5% 「経験なし」：31.5％ 

 

①「きこえ」の問題の相談先        ②相談しなかった理由 

   

 

第３節 「きこえ」に関するあらゆる相談を総合的に受け付けてくれる「案内窓口」

の必要性の有無 

    回答 「必要」：80.2% 「不要」：19.8％ 

 

①どのような相談を希望するのか      ②「案内窓口」を不要とする理由 
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第４節 総合的に受け付けてくれる「案内窓口」についての設問 

①「案内窓口」設置にふさわしい機関    ②窓口に必要な専門家 
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第５節 「きこえの健康支援センター」の必要性の有無 

    回答 「必要」：79.3% 「不要」：20.7％ 

 

希望する支援 

①医療支援         ②聴覚補償支援    ③社会参加支援 

④周囲環境改善支援    ⑤情報保障支援   ⑥補聴環境整備支援 
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⑦一般社会対象の難聴啓発    ５－２ センターの必要を感じない理由 

       

第６節 「きこえの健康支援センター」について 

①設置希望箇所       ②支援の対象     ③センターの名称について 
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59 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
アンケート用紙 

参考資料 
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         平成 27 年 4 月吉日 

一般社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 

「難聴者の社会参加を総合的に支援するシステム構築」専門委員会 

 

「きこえ」の問題を総合的に支援するシステムの必要性について 

アンケート調査ご協力のお願い 

 

拝啓  

 陽春の候、みなさまには、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

 日頃は、難聴者の福祉向上に向けた活動に際しご協力とご支援を賜り、心よりお礼

申し上げます。 

 さて、全難聴は、「きこえ」の問題を総合的に支援する「きこえの健康支援セン

ター」構想の実現をめざして活動を進めております。この度、社会福祉法人 丸紅

基金の助成による「聴覚に障害をもつ人たちの社会参加を総合的に支援する新シス

テムの研究・構築」事業の一環としてアンケート調査を行う運びとなりました。 

 このアンケートは、難聴を抱えるみなさまを対象とし、「きこえ」の健康を総合

的に支援するシステムの必要性や希望する支援内容などについてお伺いします。ア

ンケート調査により、みなさまが求めている支援を明確にし、調査から見えてくる

様々な課題を整理することで、真の総合支援システムの構築をめざしていきます  

無記名アンケートですので、氏名の記入の必要はありません。また、結果の集計は

統計的に処理いたしますので、個人を特定したり、個人的にご迷惑をおかけするこ

とは決してございません。総合的な支援という観点から作成されたアンケートです

ので，中には答えにくい質問もあるかと思いますが、調査の趣旨をご理解いただき、

何卒ご協力くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

敬具 

アンケート調査における注意事項 



61 

 

（１）調査票は、第１章の基礎調査と第２章の「きこえ」の問題を総合的に支援する

システムの必要性に関する調査の２段階で構成されています（全 10 ページ）。

回答にかかる時間は、３０～４０分です。 

（２）本調査で「難聴」とは、「きこえ」に障害を持っている、問題を抱えている

方々全てを意味します。 

（３）調査対象は、難聴者（診断を受けていないが、聞こえにくさを自覚している方

も含む）、中途失聴者、ろう者、ろうあ者、盲ろう者とします。 

（４）アンケートの記入方法：（    ）には文字を、□には、チェック（）を

入れてください。複数回答可と記載されている設問には、該当するもの全てに

チェックを入れてください。 また、他に該当するものがあれば、「その他」

に回答を記入してください。 

（５）回答後、同封の返信用封筒にてご返送賜りますようお願い申し上げます。 

   回答の締め切り日は、平成２７年５月３１日必着とします。 

（６）お問い合わせについては、下記までにご連絡をお願いいたします。 

   （一社）全日本難聴者・中途失聴者団体連合会事務局 アンケート調査担当者

宛 

 〒162-0066 東京都新宿区市谷台町１４番５号 ＭＳビル市ヶ谷台１階 

 TEL: 03-3225-5600  FAX: 03-3354-0046 E-mail: zennancho@zennancho.or.jp  
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調査票（提出部分） 

第１章 基礎調査 

第１節 あなたのことについてお伺いします。 

１－１ あなたがお住まいの都道府県はどちらですか。 

 都道府県名（ クリックして県名を入力してください。） 

 

１－２ あなたの年齢、性別を教えてください。 

 年齢（クリックして年齢を入力 ）歳 性別（ 男☐・女☐ ） 

 

１－３ あなたの最終学歴を教えてください。 

 ☐中学校    ☐高等学校 

 ☐専門学校    ☐短期大学 

 ☐大学     ☐大学院 

 

第２節 あなたのご家族についてお伺いします。 

２－１ 配偶者の有無や同居のご家族の人数を教えてください。 

 配偶者（ ☐あり ・☐なし ） 同居の家族（人数を入力）人 

 

２－２ ご家族の中で、あなた以外に難聴を持つ方がいますか。 

 ☐いる  ☐いない 

 

２－３ 世帯の年間収入を教えてください（おおよそで結構です）。 

 ☐300 万円未満    ☐300～500 万円未満 

 ☐500～750 万円未満   ☐750～1000 万円未満 

 ☐1000 万円以上 
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２－４ ご家族は、あなたの難聴のことを理解してくれていますか。 

 ☐よく理解してくれている  ☐求めれば配慮してくれる 

 ☐あまり配慮してくれない  ☐全く理解してくれない 

 ☐一人暮らしのため該当しない 

 

第３節 あなたの「きこえ」についてお伺いします。 

３－１ 難聴で不便を感じたのは何歳頃ですか。 

 左耳（年齢を入力）歳   右耳（年齢を入力）歳 

 

３－２ あなた自身のきこえの程度をご存じですか。 

 ☐軽度  ☐中等度 ☐高度  ☐重度  ☐わからない  

 聴力レベル  左耳（数値を入力）デシベル    右耳（数値を入力）デシベル 

 

３－３ あなたは、難聴が原因で身体障害者手帳をお持ちですか。 

 ☐持っている （数値を入力）級  ☐持っていない 

３－４ 補聴器を装用したことがありますか。ある場合は装用し始めた年齢を教えて

ください。    また、装用経験があっても現在装用していない方は、

「以前は装用していた」にチェックを入れてください。 

 ☐ある （数値を入力）歳から   ☐以前は装用していた  ☐ない   

 

３－５ 人工内耳を装用したことがありますか。ある場合は装用し始めた年齢を教え

てください。また、装用経験があっても現在装用していない方は、「以前は

装用していた」にチェックを入れてください。 

 ☐ある （数値を入力）歳から   ☐以前は装用していた  ☐ない   
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３－６ 最近 1 年間での難聴の進行は、どの程度ですか。 

 ☐変わらない    ☐急激に進行している  

 ☐徐々に進行している   ☐変動している 

 ☐変動しながら進行している  ☐わからない 

 

３－７ 最近１年間で耳鳴りやめまいがありますか。 

  ☐耳鳴りが頻繁にある  ☐耳鳴りがたまにある  ☐耳鳴りはほとんどない 

  ☐めまいが頻繁にある  ☐めまいがたまにある  ☐めまいはほとんどない 

 ☐わからない 

 

３－８ 聴覚障害以外にも日常生活に支障をきたす障害をお持ちですか。 

    ☐はい         ☐いいえ 

 

３－９ あなたの主たるコミュニケーション手段を教えてください。 

 ☐音声（補聴器・人工内耳など）   ☐手話   ☐筆談・文字表示（要約筆記） 

 ☐読話        ☐指点字・触点字     ☐その他（ここをクリックしてテ

キストを入力してください。） 

 

３－１０ あなたが他に活用しているコミュニケーション手段を教えてください（複

数回答可とします）。 

 ☐音声（補聴器・人工内耳など）   ☐手話   ☐筆談・文字表示（要約筆記） 

 ☐読話        ☐指点字・触点字     ☐その他（ここをクリックしてテ

キストを入力してください。） 

 

３－１１ あなたは音声を聞く際、どちらの耳を活用しますか。 

 ☐両方の耳を活用   ☐片側の耳のみ活用 
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  ☐わからない    ☐聞こえないので活用していない 

 

第４節 あなたの社会参加の状況についてお伺いします。 

４－１ あなたは現在仕事をしていますか。 

 ☐はい    ☐いいえ 

 

４－２ あなたは現在学校に通っていますか。 

 ☐はい    ☐いいえ 

 

４－３ あなたは、趣味や町内会など余暇を利用して活動に参加していますか。 

 ☐はい    ☐いいえ 

 

４－４ あなたは、難聴者のための行事に参加したことがありますか。 

 ☐はい    ☐いいえ 

 

４－５ あなたには、難聴の友人がいますか。 

 ☐はい    ☐いいえ 

 

４－６ 社会参加先（職場や趣味活動など）の仲間は、あなたの難聴を理解してくれ

ていますか。 

 ☐よく理解してくれている  ☐求めれば配慮してくれる 

 ☐あまり配慮してくれない  ☐全く理解してくれない  

 ☐仲間がおらず、該当しない 

  

第５節 コミュニケーションを支援する機器類の使用状況についてお伺いします。 
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５－１ FM 補聴器、磁気誘導ループ、赤外線補聴システムなどを使用したことがあり

ますか。 

 ☐はい    ☐いいえ    ☐その機器を知らない 

  

 

５－２ 振動式目覚まし時計など光や振動で知らせてくれる機器を使ったことがあり

ますか。 

 ☐はい    ☐いいえ    ☐その機器を知らない 

 

５－３ インターネットやメールを使用していますか。 

 ☐はい    ☐いいえ    ☐その機器を知らない 

 

５－４ 電話使用時に、受話音量を大きくする機器を使用していますか。 

 ☐はい    ☐いいえ ☐電話を使用していない 

 

５－５ テレビ視聴時に、字幕表示機能を活用していますか。 

 ☐はい    ☐いいえ ☐テレビを視聴していない 

 

５－６ スマートフォンやタブレット端末を用いた音声認識を使用していますか。 

 ☐はい    ☐いいえ    ☐その機器を知らない 

 

５－７ その他、思い当たる機器（例：集音器、見えるラジオなど）があればお書き

ください。 

 （ここをクリックしてテキストを入力してください。） 
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 これで、第１章の基礎調査を終了しました。 

 続いて、第２章に入ります。下記設問にご回答ください。 

 

 

第２章 きこえの問題を総合的に支援するシステムの必要性に関する調査 

第１節 あなたは、日頃の聞こえにくい（聞こえない）生活の中で問題を感じていま

すか。 

 ☐はい    ☐いいえ 

 「はい」の方は設問１－１、「いいえ」の方は次ページの設問１－２にお答えくだ

さい。 

 

    ※以下の問いには、聴覚補償機器類（主に補聴器や人工内耳）使用や読話の

活用など最もよい状態でコミュニケーションを行うことを想定してお答え

ください。  

 

１－１ 「きこえ」についてどのような問題を抱えていますか。回答後、第２節にお

進みください。 

 ① 静かな場所での聞き取りについてお伺いします（複数回答可とします）。 

☐テレビなど、映像付き音声が聞き取れない、または聞きづらいことがある 

☐ラジオや音声案内など、映像なし音声が聞き取れない、または聞きづらいことがある

☐講演会など、マイクを通した音声が聞き取れない、または聞きづらいことがある 

☐講義・授業など、マイクを通さない音声が聞き取れない、または聞きづらいことがあ

る 

 ☐その他、思い当たることがあればお書きください。 

  （ここをクリックしてテキストを入力してください。） 

 

 ② 静かな場所での会話についてお伺いします（複数回答可とします）。 
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 ☐家族と 1 対 1 での会話が困難なときがある 

 ☐友人・知人と 1 対 1 での会話が困難なときがある  

 ☐初対面の方と 1 対 1 での会話が困難なときがある 

 ☐複数人数との会話が困難なときがある 

  ☐電話による会話が困難なときがある 

 ☐発声が正確でないため会話が困難なときがある 

 ☐音声よりも手話に頼っている 

 ☐手話を母語としてコミュニケーションをとっている 

 ☐その他、思い当たることがあればお書きください。 

  （ここをクリックしてテキストを入力してください。） 

 

③ 社会全体の難聴に対する理解・配慮についてお伺いします（複数回答可としま

す）。 

  ☐難聴に対する理解・配慮は十分得られている 

 ☐難聴に対する理解・配慮は十分でなくとも、ある程度は継続的に得られている 

 ☐難聴に対する理解・配慮が得られない 

 ☐難聴に対する理解・配慮が継続されない（忘れられてしまう） 

 ☐難聴が原因で差別やいじめを受けたことがある 

 ☐難聴が原因で会話を避けられる、または無視されたことがある 

 ☐その他、思い当たることがあればお書きください。 

  （ここをクリックしてテキストを入力してください。） 

 

④ 難聴の受容についてお伺いします（複数回答可とします）。 

  ☐難聴を開示することに自分自身抵抗がある 

 ☐難聴を開示することに家族の抵抗がある 
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 ☐会話から難聴であると思われることを好まない 

 ☐他人と話すのを不安に感じる、または避けてしまう 

 ☐難聴であることに悩みを抱えてしまう 

 ☐健聴であれば、今よりは幸せな立場にいたと思う 

 ☐その他、思い当たることがあればお書きください。 

  （ここをクリックしてテキストを入力してください。） 

 

１－２ 「きこえ」について問題を抱えていない理由についてお答えください。 

 回答後、次ページの第３節にお進みください。 

 ☐難聴の程度が軽い 

 ☐「きこえ」に問題があっても自力で解決している 

 ☐「きこえ」の問題について考えたことがない 

 ☐わからない 

 ☐その他、思い当たることがあればお書きください。 

  （ここをクリックしてテキストを入力してください。） 

 

第２節 あなたは、「きこえ」の問題について相談をした経験がありますか。 

☐はい    ☐いいえ 

 「はい」の方は設問２－１、「いいえ」の方は設問２－２にお答えください。

いずれの場合も回答後、第３節にお進みください。 

 

２－１ 「きこえ」の問題についてどのようなところに相談されましたか（複数回答

可とします）。 

 ☐病院     ☐福祉事務所 

 ☐聴覚障害者情報提供施設  ☐補聴器販売店  

 ☐難聴当事者団体   ☐生活支援センター  
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 ☐地域包括センター   ☐民生委員  

 ☐教育機関    ☐保健所  

 ☐更生相談所（身体障害者福祉センターなど） 

 ☐わからない    ☐覚えていない 

 ☐その他、思い当たることがあればお書きください。 

  （ここをクリックしてテキストを入力してください。） 

 

２－２ 「きこえ」の問題を相談しなかった理由についてお伺いします（複数回答可

とします）。 

  ☐相談の必要を感じなかった   ☐難聴のために役所や病院で嫌な経験をした 

 ☐自力で解決できる、したいと思った ☐適切な相談場所を把握できなかった 

 ☐相談先があることを知らなかった ☐難聴のことを他人に知られたくなかった 

 ☐音声や手話等によるコミュニケーションに不安があった 

 ☐相談しても期待できないと思った☐わからない              

 ☐その他、思い当たることがあればお書きください。 

  （ここをクリックしてテキストを入力してください。） 

第３節 あなたは、「きこえ」に関するあらゆる相談を総合的に受け付けてくれる

「案内窓口」を必要と感じていますか。 

☐はい    ☐いいえ 

 「はい」の方は設問３－１、「いいえ」の方は設問３－２にお答えください。 

 

３－１ どのような相談を受け付けてほしいですか（複数回答可とします）。回答後、

第４節にお進みください。 

 ☐聴力に関する相談    

 ☐補聴器や人工内耳など聴覚補償機器に関する相談 

 ☐要約筆記や手話通訳、指点字・触点字など情報保障に関する相談 
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 ☐補聴援助機器類に関する相談 

  （磁気誘導ループ、受話音量増幅器、音や音声の発生を振動や光で知らせる機器

など） 

 ☐難聴が関わる各種病状に関する相談 

 ☐コミュニケーションに関する相談  

 ☐就労に関する相談 

 ☐社会保障制度に関する相談 

 ☐心のケアや悩みなど心理的な相談 

 ☐育児や進学に関する相談 

 ☐難聴者のいる家族の相談（難聴の理解や上手なコミュニケーションなど） 

 ☐地元の当事者団体の紹介などに関する相談 

 ☐わからない、考えていない 

 ☐その他、思い当たることがあればお書きください。 

  （ここをクリックしてテキストを入力してください。） 

 

３－２ 「案内窓口」の必要を感じない理由についてお伺いします（複数回答可とし

ます）。 

 回答後、次ページの第５節にお進みください。 

  □現状で十分    □相談先が決まっている 

 □希望する支援が元々少ない  □相談すべきこと自体がわからない 

 □わからない 

 □その他、思い当たることがあればお書きください。 

  （ここをクリックしてテキストを入力してください。） 

 

第４節 総合的に受け付けてくれる「案内窓口」についてお伺いします。回答後、第

５節にお進みください。 
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４－１ 「案内窓口」の設置にふさわしいと思う施設について教えてください（複数

回答可とします）。 

 ☐病院     ☐福祉事務所（役所・役場の福祉課など） 

 ☐聴覚障害者情報提供施設  ☐補聴器販売店  

 ☐難聴当事者団体   ☐障害者を対象とする生活支援センター 

 ☐地域包括センター   ☐保健所  

 ☐教育機関    ☐わからない 

 ☐その他、思い当たることがあればお書きください。 

  （ここをクリックしてテキストを入力してください。） 

 

４－２ 「案内窓口」を担う者にどのような専門家が必要と考えますか（複数回答可

とします）。 

 ☐医師     ☐看護師  

 ☐言語聴覚士    ☐社会福祉士（ソーシャルワーカー）  

 ☐保健師    ☐精神保健福祉士 

 ☐教員                ☐心理士（カウンセラー） 

 ☐認定補聴器技能者   ☐弁護士 

    ☐税理士               ☐わからない 

 ☐その他、思い当たることがあればお書きください。 

  （ここをクリックしてテキストを入力してください。） 

第５節 全難聴は、「きこえ」に関するあらゆる相談を受け付け、さらに「きこえ」

の問題を総合的に支援する機関、「きこえの健康支援センター」の実現をめざして活

動を進めています。あなたは、この「きこえの健康支援センター」の必要性を感じて

いますか。 

 ☐はい    ☐いいえ 

 「はい」の方は設問５－１、「いいえ」の方は次ページの設問５－２にお答えくだ

さい。 
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５－１ どのような支援や事業を希望しますか。回答後、第６節にお進みください。 

① 医療支援についてお伺いします（複数回答可とします）。 

 ☐基本診療    ☐聴力・聴能に関する検査 

 ☐心理カウンセリング   ☐専門病院の紹介 

 ☐遺伝カウンセリング   ☐移動車を使った聴力検査（地域や各職場） 

 ☐その他、思い当たることがあればお書きください。 

  （ここをクリックしてテキストを入力してください。） 

 

② 聴覚補償支援についてお伺いします（複数回答可とします）。 

 ☐機器紹介（適応検査を含む）  ☐調整（フィッティング・マッピング） 

 ☐メンテナンス    ☐販売 

 ☐専門店の紹介    ☐「きこえ」に関するカウンセリング 

 ☐装用指導    ☐聴能トレーニング 

  ☐その他、思い当たることがあればお書きください。 

  （ここをクリックしてテキストを入力してください。） 

 

③ 難聴当事者に対する社会参加支援についてお伺いします（複数回答可とします）。 

  ☐就労・就学カウンセリング（適応検査を含む） 

 ☐職業訓練・専門学校紹介  ☐就労継続における調整支援 

 ☐心理カウンセリング   ☐育児カウンセリング   

 ☐「きこえ」に起因する各種トラブルの調停 

 ☐生活に必要な機器（日常生活用具）等の給付・貸与 

 ☐読話訓練    ☐呼吸・発音・発声訓練 

 ☐コミュニケーション訓練  ☐手話訓練 
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  ☐指点字・触点字訓練    

 ☐その他、思い当たることがあればお書きください。 

  （ここをクリックしてテキストを入力してください。） 

 

 ④ 難聴当事者の周囲の方々（家族や同僚，地域の方達等）を対象とする支援につ

いてお伺いします（複数回答可とします）。 

  ☐「きこえ」の環境改善に関する指導 ☐難聴に関する教育指導 

 ☐難聴疑似体験による指導  ☐難聴者とのコミュニケーション指導 

 ☐社会参加に関するカウンセリング ☐難聴児育児カウンセリング 

 ☐その他、思い当たることがあればお書きください。 

  （ここをクリックしてテキストを入力してください。） 

 

⑤ 情報保障支援についてお伺いします（複数回答可とします）。 

  ☐各種通訳者派遣   ☐各種通訳者養成 

 ☐通訳依頼・利用に関する相談  ☐各種通訳者スキルアップ講座 

 ☐音声認識などのコミュニケーション機器の紹介・体験 

 ☐各種通訳におけるトラブルの調停 

 ☐その他、思い当たることがあればお書きください。 

  （ここをクリックしてテキストを入力してください。） 

 

 

⑥ 補聴環境整備についてお伺いします（複数回答可とします）。 

  ☐公共施設等への磁気誘導ループなど集団補聴装置の設置指導   

 ☐職場や学校等への集団補聴装置貸し出し 

 ☐職場や学校、公共施設等の補聴環境整備指導  
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 ☐補聴援助機器類使用に関する相談･指導 

 ☐補聴援助機器類のメンテナンス 

 ☐各種窓口における情報保障支援についての指導 

 ☐公共サービスにおける難聴者の利便性向上に向けた指導 

  （例：駅構内での案内、健康診断での案内・誘導等） 

 ☐その他、思い当たることがあればお書きください。 

  （ここをクリックしてテキストを入力してください。） 

 

⑦ 一般社会を対象とした難聴の啓発についてお伺いします（複数回答可とします）。 

  ☐教育を介した難聴理解の促進（例:難聴疑似体験、難聴者の生活体験など）   

 ☐難聴サポーターの養成 

 ☐難聴の理解を求める広報活動 

 ☐難聴者の生活の質（QOL）に関する年次実態調査及び提言 

 ☐難聴者の生活の質（QOL）向上を基軸にした政府等との交渉 

 ☐難聴者に対する差別の監視活動 

 ☐チャリティ活動等による難聴支援資金の獲得 

 ☐その他、思い当たることがあればお書きください。 

  （ここをクリックしてテキストを入力してください。） 

 

５－２ 「きこえの健康支援センター」設置の必要を感じない理由についてお伺いし

ます（複数回答可とします）。 

 回答後、第７節にお進みください。 

  ☐現状で十分      ☐支援を求める場所が決まっている 

 ☐希望する支援が元々少ない  ☐支援を受けることに遠慮・抵抗がある 

 ☐わからない 
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 ☐その他、思い当たることがあればお書きください。 

  （ここをクリックしてテキストを入力してください。） 

 

第６節 「きこえの健康支援センター」についてお伺いします。回答後、第７節にお

進みください。 

６－１ 設置を希望する場所についてお伺いします。 

 ☐全国に 1 カ所のみでよい  ☐各地方区分に設置 

       （例：関東地方、近畿地方など） 

 ☐各都道府県に設置   ☐中核市以上の各都市に設置 

 ☐全地方自治体に設置   ☐わからない  

 ☐その他、思い当たることがあればお書きください。 

  （ここをクリックしてテキストを入力してください。） 

 

６－２ 「支援」の対象についてお伺いします（複数回答可とします）。 

 ☐難聴当事者（自覚されている方） ☐耳のことでお困りの方 

       （例：耳鳴り、聴覚過敏など） 

 ☐病気などで一時的に難聴になった方 ☐健聴者（難聴予防や相談など）  

 ☐難聴者・健聴者の家族   ☐難聴者・健聴者の関係者（同僚・友人など） 

 ☐わからない 

 ☐その他、思い当たることがあればお書きください。 

  （ここをクリックしてテキストを入力してください。） 

 

６－３ 「きこえの健康支援センター」という名称に「難聴」や「障害」という言葉

が入っていません。あなたは、この名称のイメージについてどう考えますか

（複数回答可とします）。 

 ☐全国民を対象とした名称である  
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 ☐「難聴」を重視した（含めた）名称にすべき 

 ☐「障害」を重視した（含めた）名称にすべき 

 ☐超高齢化社会に対応した名称である 

 ☐難聴当事者の「きこえ」は健康でないため、抵抗を感じる 

 ☐失った「きこえ」は、多くが元に戻らないので抵抗を感じる 

   ☐生活の質（QOL）を高めるという意味で妥当である 

 ☐特に意見はない、わからない  

 ☐その他、思い当たることがあればお書きください。 

  （ここをクリックしてテキストを入力してください。） 

第７節 最後に、「きこえ」の問題を総合的に支援するシステム、「きこえの健康支

援センター」構想について求めること、希望することがありましたら、記述欄にお書

きください。 

【記述欄】 

ここをクリックしてテキストを入力してください。 

 

 

長い間アンケートにご協力いただき、誠にありがとうございました。 

 

同封の返信用封筒にてご返送賜りますようお願い申し上げます。 

締め切りは、平成２７年５月３１日必着です。 

 

不明な点や、確認したいことなどのお問い合わせについては、下記までご連絡をお願

いいたします。 

  （一社）全日本難聴者・中途失聴者団体連合会事務局 アンケート調査担当者宛 

  〒162-0066 東京都新宿区市谷台町１４番５号 ＭＳビル市ヶ谷台１階 

 TEL: 03-3225-5600  FAX: 03-3354-0046 E-mail: zennancho@zennancho.or.jp 
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第 1 回専門委員会 日時：2014 年 12 月 23 日（火・祭日） 
会場：東京都障害者福祉会館 2 階 B1 

○アンケート調査素案検討 
○各委員調査報告 
○今後の日程 
 
第２回専門委員会 日時：2015 年 2 月 21 日（土） 
会場：東京都立大塚ろう学校 

○工程表検討 
○アンケート調査項目検討 
 
第３回専門委員会 日時：2015 年 7 月 25 日（土） 
会場：東京都障害者福祉会館２階集会室 C3 

○アンケート基礎調査結果報告・調査項目の検討 
○シンポジウム内容検討 
 
第４回専門委員会 日時：2015 年 8 月 23 日（日） 
会場：東京都障害者福祉会館（三田会館）２階集会室 C2 

○シンポジウム説明内容の検討 
○調査目的、手順説明。アンケート対象、回収率など。 
 
 

委員会活動日程 
 



79 

 

 

 
 音声言語で成り立っている世の中で、「きこえ」の障害は人間としての尊厳を保ち

ながら生きていくためのバリアになり、致命的である。聞こえないことによる経済損

失も、国民総生産に影響を与えるほど甚大なものと予想される。 

 この「きこえ」に問題を自覚しているとされている方々の数は、一般社団法人日本

補聴器工業会の試算によると、1944 万人、国民 6 人あたり一人に達するほど多い。そ

れ故、あらゆる場面における「きこえ」の障害への総合支援は、日本のさらなる発展

に欠かせない喫緊の課題と言える。 

 全難聴は、欧米の福祉先進国で難聴者の生活の質向上を目的とした総合支援、

「hearing health services」が実践されていることを参考にし、このサービス名を直訳し

て「きこえの健康支援センター」を将来的に設立させる目標を立てた。 

 ところが、日本の福祉システムは、医療支援と社会支援間のギャップが非常に大き

い、つまり医学モデルと社会モデルの融合がうまく進んでいないため、現状で総合支

援の実践は困難である。かつ、総合支援という前提に立った難聴者の需要調査データ

がほとんどない。そこで、全難聴はこの総合支援の在り方を調査する目的で、丸紅基

金より助成金によるご支援を受けた。 

 この事業では、難聴当事者が総合支援を求めていることの証明に重点を置いた。そ

こで、医療支援と社会支援が「融合した」という前提で、総合支援の必要性や当事者

達が求めているニーズについて、アンケート形式でより詳細な意識調査を全国レベル

で行った。 

 1105 通の回答を基に解析した結果、総合支援を求める方が約 80％、かつ「きこえの

健康支援センター」を必要とする方もほぼ 80％に達した。これらの回答には、軽・中

等度も含む難聴者一人ひとりが真の意味で QOL を向上させるためには、医療から社会

にまたがる広範囲にわたる支援が必要、相談事業も複数の専門家によるその場での対

応が必要だ、との真摯な訴えが込められていることも判明した。 

 全難聴が進めている「きこえの健康支援センター」構想について肯定的意見が多か

ったが、地域支援、つまり顔の見える支援を訴える声が圧倒的であった。さらに、支

援の対象者に関する意識調査では、65 歳以上の年齢層が全ての回答項目に渡って意識

が有意に低いという結果が得られた。これは難聴高齢者が現在の生活に生きがいを感

じていないことを強く示唆した。 

アンケート調査結果まとめ（総括） 
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 以上の調査結果を基に、全難聴は日本における「きこえ」の総合支援の在り方を検

証した。アメリカでは、各医療及び社会福祉専門家が独立し、互いが集うことで隅々

まで総合支援を進められる土壌にある。法制的に医師がトップに立つ日本では、その

ような土壌を生み出すのは困難である。 

 そこで全難聴は、総合支援を６つのカテゴリー（医療支援分野、聴覚補償支援分野、

社会参加支援分野、心の健康支援分野、情報保障分野、補聴環境整備分野）に分け、

それぞれを連携させる可能性を検討した。その結果、「きこえ」の健康情報のカルテ

化（注：医療上のカルテではない）が唯一の手段ではないかと考えている。これは、

各々の情報をビッグデータ化して、国民レベルで「きこえ」の健康管理ができること

も意味する。これを各地域の専門家が活用すれば、難聴者一人ひとりに最も適切な支

援スタイルを導き出せるのではないかと考え、今後さらに検証を加えていく所存であ

る。 

 最後に、貴重な支援を賜りました丸紅基金をはじめ、本委員会の委員のみなさま、

全難聴の関係者のみなさま、アンケート調査にご協力くださったみなさま、さらには

本事業に際し貴重なご助言をくださった方々に心より御礼申し上げます。 

平成 27 年 10 月吉日 

一般社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 

「難聴者の社会参加を総合的に支援するシステム構築」専門委員会 

委員長 瀬谷 和彦 
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